
イチからわかる
住宅の省エネ適判申請
~申請書の書き方と質疑の多いポイントを解説~



本日のテーマ

・省エネ基準の適合が必要な建築物について

・計画書の書き方とポイント

・設計内容説明書の書き方とポイント

・必要な申請図書の一例



省エネ基準への適合が必要な建築物について

2階以上200㎡超
省エネ基準に適合しているかの審査が必要

可能であれば仕様基準での適合がおすすめ

仕様基準が不可の場合

省エネ適判(もしくは設計住宅性能評価等)

たすき掛けでの申請も可能

たすき掛けルート
外皮・一次エネのうち一方を
標準計算、もう一方を仕様基準
で行う申請

設備が原因で仕様基準の適合が
不可の場合、

外皮→仕様基準
一次エネ→標準計算

のような申請が可能



計画書の書き方と
ポイント



本申請日を入力

計画書【第一面】

事前相談日(申請図書提出日)
でもOK!

＊日付

＊提出者・設計者
第二面と整合(提出者→建築主)



計画書【第二面】

各項目、確認申請と
整合させて入力

2.代理者
確認申請と変わっていてもOK
(質疑にて確認する場合あり)

3.その他の設計者
入力無しでもOK



計画書【第二面(つづき)】

4.確認の申請
・申請済or未申請にチェック
・申請先・申請先所在地を入力

ex:
(一財)宮城県建築住宅センター 宮城県仙台市

5.備考
建築物の名称を入力



計画書【第三面】

各項目、確認申請と
整合させて入力

省エネ適判は
棟ごとの申請
であることに注意



計画書【第三面-3欄,4欄】

申請建築物

建築物A

建築物B
敷地境界線

3.建築面積
4.床面積

建築物A,Bを除いた
申請建物のみについて入力

・確認申請では敷地内すべての建築物を
含んだ面積のため注意

・建築物A、建築物Bにも省エネ適判が
必要な場合は別途申請



計画書【第三面-7欄】

7.工事種別

既存建築物 既存建築物

申請
建築物

申
請

建
築
物

別棟として建築
既存建築物の
床面積が増加する建築

確認申請上→増築
省エネ適判上→新築

確認申請上→増築
省エネ適判上→増築

敷地境界線



計画書【第四面】 1.非住宅部分の用途
住宅の場合は入力不要

2.建築物の住戸の数
共同住宅、複合建築物の
場合のみ入力
(戸建ての併用住宅を含む)

3.建築物の床面積
イ・ロ・ハのうち当てはまる
工事種別に入力(基準法上の床面積)

共同住宅、複合建築物の場合のみ入力



計画書【第四面】

標準計算
仕様基準

標準計算

仕様基準

●該当の項目にチェック・計算値を入力



計画書【第四面】

基準一次エネルギー
設計一次エネルギー

BEI

●以下の箇所の値を計画書へ入力



計画書【第四面】

全住戸合計の
値を入力

住戸+共用部

住戸のみ

●共同住宅などの場合も一戸建て同様、該当の項目にチェック・計算値を入力



計画書【第五面】

共同住宅・
住戸のある複合建築物
の場合のみ作成

住戸ごとに作成
(ex：6住戸であれば6枚作成、添付)

五面の内容をまとめた
集約様式の使用がおすすめ



計画書【集約様式】



計画書【別紙】

仕様基準で適合させた
場合のみ添付

・外皮で仕様基準を用いた場合
(1)を入力

・一次エネで仕様基準を用いた場合
(2)を入力

※みやすまオンライン上での作成が
できないため注意



設計内容説明書の
書き方とポイント



設計内容説明書

記載図書欄
※入力漏れ注意

設計内容確認欄
※センター入力欄

(記入不要)

各項目、図面・計算書と
整合させて入力



設計内容説明書

計画書,三面,4欄の
床面積を入力

数値を整合
※延べ面積と

異なる場合も
多いため注意

●間違いやすいポイント延べ面積の記入について



必要な申請図書の一例



申請書類〈一例〉

申請用書類
・計画書

・設計内容説明書

・委任状 兼 同意書

計算書
・拾い図

・部位U値計算書

・外皮・η値計算書

・一次エネルギー計算書

意匠図一式
・案内図(付近見取図)

・配置図

・平面図

・立面図

・(矩計図)

・(基礎伏図)

等

根拠資料等
・設備機器一覧表

・断熱材、開口部、
設備性能の根拠
となる資料
(カタログ等)

・(連絡票)
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省エネ適判で提出する一次エネルギー計算書は
計算結果 PDF を「省エネ計算結果登録システム」
にアップロードして取得した、適判用と刻印された

計算結果が原則として必要

省エネ計算結果登録システム


